
令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議(次第)
日時：令和８年３月２３日（月）１０時〜１２時
場所：ｔｅａｍｓ会議

担当課主な説明項目

開会１０：００

障害者支援課

・施設支援担当
・施設整備・法人指導担当
・地域生活・医療的ケア児支援担当

１．今年度の障害福祉サービスにおける運営全般について
（事業所の事故報告、障害者虐待、県の行政処分の状況について）

１０：００～１０：１０

２．令和８年度臨時報酬改定について１０：１０～１０：２０

３．県への各種届出について
１０：２０～１０：２５

４．その他注意事項について

①共同生活援助（グループホーム）の運営について
②児発管欠如が発生していることに伴う注意喚起

１０：２５～１０：３５

５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

①埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について
②埼玉県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金
について
③障害者就労施設生産性向上支援事業について
④性被害防止対策に係る備品購入補助について
⑤障害児（者）施設等の整備、財産処分等について
⑥重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進について
⑦障害者施設等新入職員交流会について
⑧強度行動障害者の地域移行・定着支援に向けた支援について

１０：３５～１１：１０

休憩

熊谷児童相談所６．知的障害児の知的障害者施設への受入れ協力のお願いについて１１：２０～１１：３０

こども安全課 児童虐待対策担当
７．障害児の一時保護委託に係るアンケート協力のお願いについて

１１：３０～１１：３５

特別支援教育課
特別支援学校就労支援担当

８．県立特別支援学校生徒が生活介護事業所へ入所する際の課題１１：３５～１１：４０

森づくり課 木材利用推進・林業支援担当
９．障害者施設の木造・木質化のメリットと補助金について

埼玉県木造建築技術アドバイザー制度について
１１：４０～１１：５０

警務部警務課 企画第二係１０．障害者雇用推進への取組「業務サポートオフィス」１１：５０～１１：５５

閉会１１：５５～１２：００



１．今年度の障害福祉サービスにおける運営全般について
（事業所の事故報告、障害者虐待、県の行政処分の状況について）

埼玉県福祉部障害者支援課

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課











２．令和８年度臨時報酬改定について

埼玉県福祉部障害者支援課

施設支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課







































３．県への各種届出について

埼玉県福祉部障害者支援課

施設支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課



県への各種届出について
１ 体制届について

事業所において、新たに加算を取得する場合や、既に取得している加算に変更が生じる場合など、報酬を算定する体制に変更が生
じる場合は、様式第５号（体制届）の提出が必要。

（１）届出方法

電子申請サービスによる届け出

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_initDisplay

（２）提出期限
【４月１日・５月１日付で新規加算を取得する場合又は取得している加算の単位が増える場合】
令和８年４月１５日まで

【６月１日〜３月１日付で新規加算を取得する場合又は取得している加算の単位が増える場合】
加算取得・変更月の前月１５日まで
例）令和８年７月１日から算定する場合⇒提出期限：６月１５日

（加算の単位数が減少する場合や減算を適用する場合：算定日にかかわらず速やかに提出）

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_initDisplay


（３）４月１日変更 体制届提出時の注意事項

〇就労継続支援Ａ型事業所については、基本報酬の算定区分に関する届け出が必須となる。
（区分の変更の有無にかかわらず）
体制届様式内別紙５７「スコアの公表状況に関する届出書」（変更可能性あり）を添付すること。

〇グループホームについては、前年度平均利用者数が変わり、夜間支援対象者数が変わった場合についても提出が必要。

〇県ホームページ掲載の体制届様式内別紙１「体制状況一覧」（変更可能性あり）に記載のある必要添付書類を確認のう
え、提出すること。

〇体制届様式については最新の様式を使用すること。
（令和８年度体制届様式及び処遇改善計画書については令和８年３月末ごろ以下ＵＲＬに掲載予定）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/siteitetuduki/syougai-syoguukaizen.html
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２ 処遇改善計画書について

処遇改善加算を新たに取得する場合や、既に取得している処遇改善加算に変更が生じる場合については、体制届の提出に
加え、処遇改善計画書の提出が必要。

（１）届出方法

電子申請サービスによる届け出

https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_initDisplay

（２）提出期限

【４月または５月から処遇改善加算を算定・変更する場合】
令和８年４月１５日まで

【６月以降から処遇改善加算を算定・変更する場合】
新規：処遇改善加算算定月の前々月末日
例）７月１日から算定する場合⇒提出期限：５月３１日

変更：処遇改善加算算定月の前月１５日まで
例）７月１日から算定する場合⇒提出期限：６月１５日
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３ 変更届について

指定内容のうち以下の項目に変更がある場合は、様式第３号（変更届出書）＋必要書類の提出が必要。

3

（令和８年３月時点）



（１）届出方法

 郵送による届け出

 送付先住所：〒３３０−９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 本庁舎１階

（２）提出期限

 変更日から１０日以内

※ただし、平面図に変更がある場合は、変更日の４カ月以上前までに事前協議の手続きを済ませた上で、変更日の前々月末
日までに変更届を提出すること

（３）注意事項

 〇添付書類については県ホームページにて掲載する「変更届出書の添付書類一覧」を参照すること。

 〇副本・控えを返送希望の場合については、副本と切手を貼付した返信用封筒を同封すること。
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４ 廃止届・休止・再開届について

障害福祉サービスを廃止・休止・再開するときは、様式第４号（廃止・休止・再開届出書）の提出が必要。

（１）届出方法

 郵送による届け出

 送付先住所：〒３３０−９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 本庁舎１階

（２）提出期限

廃止・休止・再開の１月前まで

（３）注意事項

〇事業者がサービスを休止・廃止する際は、サービス提供の継続を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続される
よう、関係者との連絡調整などにより、便宜の提供を行わなければならない。※１

※１ 平成２９年７月２８ 日厚生労働省事務連絡「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留意事項等に
ついて」より

〇就労継続支援Ａ型事業所の廃止については、障害者（労働者）の解雇にあたって、公共職業安定所長への届け出が義務
付けられている。※２

※２ 令和６年１０月２８日厚生労働省事務連絡「Ａ型事業所廃止等に係る対応の留意事項等について」より
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５ 指定就労継続支援事業所における指定申請の変更点について

〇就労継続支援Ｂ型の指定申請については、事前協議時等に生産活動シートの提出が必要
（令和８年度から開始予定）

〇詳細は令和８年３月末を目途ＵＲＬにて掲載予定

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/s206/index.html

６ WAMNET（障害福祉サービス等情報公表システム）の報告について

経営情報の見える化の報告が開始されたため、令和６年度決算情報をＷＡＭＮＥＴ（障害福祉サービス等情報公表システ
ム）にて報告すること。
（未報告事業所については「情報公表未報告減算」の適用の可能性も）

報告期限 令和６年度決算情報→令和８年３月３１日まで
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４．その他注意事項について

①共同生活援助（グループホーム）の運営について

埼玉県福祉部障害者支援課

施設支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課



  
                                                            

 
 

  

   



４．その他注意事項について

②児発管欠如が発生していることに伴う注意喚起

埼玉県福祉部障害者支援課

地域生活・医療的ケア児支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課









５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

①埼玉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について

埼玉県福祉部障害者支援課

施設支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

②埼玉県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について

埼玉県福祉部障害者支援課

施設支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

③障害者就労施設生産性向上支援事業について

埼玉県福祉部障害者支援課

施設支援担当（就労）

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

④性被害防止対策に係る備品購入補助について

埼玉県福祉部障害者支援課

医療的ケア児・地域生活支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

⑤障害児（者）施設等の整備、財産処分等について

埼玉県福祉部障害者支援課

法人指導・施設整備担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課



障害児(者)施設等の整備について①

１ 補助制度について

（１）障害児（者）施設整備費補助金の概要
・社会福祉法人等が行う施設整備（施設・事業所の創設、改築、大規模修繕等）

に要する費用の一部を補助するもの。
・県費補助額 3/4（国2/3、県1/3）、事業者負担 1/4 ※補助額に上限あり

（２）令和９年度施設整備方針及び協議の手引き
・補助にあたり、毎年度県の採択に係る方針及び事務処理の詳細を「施設整備

方針」及び「協議の手引き」として、県のホームページで公表します。

公 表 時 期 ： ４月上旬予定
ＨＰ掲載場所：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/jyoseijigyou/sisetuseibihozyo.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/jyoseijigyou/sisetuseibihozyo.html


（３）協議書の提出 令和８年７月３１（金） 【厳守】

（４）スケジュール

障害児(者)施設等の整備について②

協議するサービス種別協議・相談の窓口

障害者支援施設、障害福祉サービス事業所(グループホームを除く)、障害児入所施設、
児童発達支援センター

県福祉事務所

グループホーム、障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)県障害者支援課

さいたま市、川越市(※)、越谷市(※)、川口市(※)は、各市が窓口です
※障害児入所施設、児童発達支援センターは県福祉事務所が窓口

（令和８年度に県に協議書を提出した場合）
設置主体（事業者）県

県協議書の提出（７月末〆）
協議年度
（Ｒ８） 県審査会（１１月）

国協議書作成依頼（３月）
国協議書の提出（４月頃）

補助金内示（７月上旬）
整備年度
（Ｒ９）

入札・契約
工事着手

〜
事業完了（３月末）
事業開始事業開始年度

（Ｒ１０）



２ 財産処分の手続きについて
補助金の交付を受けて整備された施設や設備について、処分制限期間内に処分（転用や 譲渡、

取壊しなど）する場合は、あらかじめ埼玉県知事の承認を受ける必要があります。

障害児(者)施設等の整備について③

〇処分制限期間（一例）
処分制限

期間構造・用途等

５０年通所事業所鉄筋コンク
リート造建物 ４７年入所施設・グループホーム

２４年通所事業所木造 ２２年入所施設・グループホーム
１３年、
１５年冷暖房設備建物付

属設備 ８年消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備

〇財産処分の種類
補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用転用

補助対象財産の所有者の変更譲渡

補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換交換

補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更貸付

補助対象財産（施設）の使用を止め、取り壊すこと取壊し

補助対象財産（設備）の使用を止め、廃棄処分をすること廃棄

・対象：要配慮者利用施設（浸水想定区域や土砂災害警戒区域にある施設で市町村地域防災計画に記載がある施設）
・義務：①避難確保計画の作成 ②市町村防災担当課への報告（作成／変更時）

③避難訓練の実施

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練の実施

※対象施設で避難確保計画を作成していない事業所は、速やかに作成し市町村の防災担当課へ
報告してください。併せて、定期的に避難訓練を実施してください。



５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

⑥重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進について

埼玉県福祉部障害者支援課

法人指導・施設整備担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課



重度障害者が安心して暮らせるグループホームの設置促進
県では、入所施設等から地域生活への移行を進めるため、重度の障害者も安心して生活できるグループホームの

整備促進を以下により行っています。

１ 整備補助（重度障害者グループホーム整備促進事業（県単独事業・R8予算：２４，０００千円））
入所施設等から地域生活への移行のため、空き家等を重度障害者が入居できるグループホームに改修するた

めの補助事業
（１）募集時期：５月頃
（２）補助上限額（補助率 県３/４ 法人１/４）

・スプリンクラー設備工事有り：８，０００千円
・スプリンクラー設備工事無し：６，０００千円

（３）補助対象法人…障害者支援施設、生活介護又は共同生活援助を行う事業所を運営している法人であるこ
と。この他、重度障害者の支援実績等の要件や、整備後に重度障害者の入居を担保するための規定あり。

２ 研修事業（埼玉県障害者グループホーム職員研修（世話人、生活支援員向け））
（１）募集時期：９月頃
（２）基礎研修…支援事例や講義を通じて、入居者支援に必要な知識を学ぶ。

※研修受講者が、当該研修の内容に基づき当該年度内にグループホーム職員に対し研修を行うことで、「事業所職員に対し年１回
以上実施する必要がある「虐待の防止のための研修」」（指定基準第４０条の２）とすることも可能。

（３）スキルアップ研修…強度行動障害の方など支援が極めて難しい障害者の支援スキルを学ぶ。

３ 登録制度（彩の国重度障害者支援・あんしん宣言グループホーム）
重度障害者が入居しているグループホームの運営事業者が自ら入居者支援の安心宣言を行い、基準に適合す

るグループホームを、県が登録・公表する。
（１）ホームページ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/anshinsengen-grouphome.html
（２）登録申請期間：毎年度６月１日から６月３０日まで 【予定】
（３）登 録 期 間 ：３年間

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/anshinsengen-grouphome.html


５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

⑦障害者施設等新入職員交流会について

埼玉県福祉部障害者支援課

法人指導・施設整備担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課



障害者施設等新入職員交流会について

１ 概要
県内の障害者施設等に新たに採用された職員の方々を激励するとともに、

異なる施設で働く職員同士が横のつながりを持てるよう交流会を開催します。

２ 令和８年度障害者施設等新入職員交流会（予定）
（１）実施日・場所

・令和８年５月２５日（月）
・彩の国すこやかプラザ（さいたま市）

※通知予定日；令和８年4月３日（金）

（２）参加対象職員（先着順）

・県内の障害者支援施設等に令和７年５月以降に採用された職員

（３）内容
・ボッチャ体験／大会
・グループワーク（年次の近い先輩職員がファシリテーターとして参加）



５．令和８年度における障害者支援課の補助・支援制度について

⑧強度行動障害者の地域移行・定着支援に向けた支援について

埼玉県福祉部障害者支援課

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





６．知的障害児の知的障害者施設への受入れ協力のお願いについて
障害児の一時保護委託に係るアンケート協力のお願いについて

熊谷児童相談所

埼玉県福祉部こども安全課 児童虐待対策担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





















７．県立特別支援学校生徒が生活介護事業所へ入所する際の課題

埼玉県特別支援教育課

特別支援学校就労支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課















８．障害者の施設の木造・木質化と補助金について
埼玉県木造建築技術アドバイザー制度について

埼玉県農林部森づくり課

木材利用推進・林業支援担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





















９．障害者雇用推進への取組「業務サポートオフィス」

埼玉県警務部警務課 企画第二係

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課





１０．旧優生保護法補償金等について

埼玉県福祉部健康長寿課

母子保健担当

令和７年度障害福祉サービス事業所等施設長会議

埼玉県福祉部障害者支援課






